
 

 

 

白山都市計画区域区分の変更（石川県決定） 
 

 

 

都市計画区域区分を次のように変更する。 

 

 

１． 市街化区域及び市街化調整区域の区分 

「計画図表示のとおり」変更する。 
 

２．人口フレーム 

 

年 次 

区 分 

平成２７年 

（基準年） 

令和１２年 

（目標年） 

都市計画区域内人口 １０３，５１９人  １０４，２００人 

 

市街化区域内人口  ８６，８５７人  ８７，４００人 

 

配分する人口 －  ８７，２０８人 

保留する人口 －    １９２人 

 
（特定保留） －       ０人 

（一般保留） －    １９２人 

 

 理 由 

 

白山都市計画区域では、平成２４年６月に都市計画区域の統一を図り、

その後、平成２７年１０月に都市計画区域マスタープランを策定し、これ

らに即して具体の都市計画決定を行ってきた。 

本都市計画区域においては、近年の核家族化、世帯分離による宅地需要

や、高まる製造業の需要増加など社会情勢の変化に対応するため、今回、

白山都市計画区域マスタープランの変更を行い、目標年次における人口・

産業を適正に収容するため、市街化区域及び市街化調整区域の見直しを行

うものである。 

 


